
 

 

大阪広域環境施設組合条例第５号 

 

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

職員の育児休業等に関する条例（平成 27年条例第 22号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した 部分のように改める。 

改正後 改正前 

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第９条 ［略］ 

２ 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条

例（平成 27年条例第 32 号）第２条第１項に

規定するそれぞれの基準日に育児休業をし

ている職員のうち、基準日以前の管理者が定

める期間において勤務した期間（これに相当

する期間として管理者が定める期間を含

む。）がある職員には、前項の規定にかかわ

らず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手

当を支給する。 

 

 

 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

第 10条 育児休業をした職員（地方公務員法 

（昭和 25 年法律第 261 号）第 22 条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）

が職務に復帰した場合において、他の職員と

の均衡上必要があると認められるときは、組

合規則で定める期間を引き続き勤務したも

（育児休業の承認を受けた職員の給与） 

第９条 ［同左］ 

２ 職員の期末手当及び勤勉手当に関する条

例（平成 27 年条例第 32 号）第２条第１項

に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前の管理者

が定める期間において勤務した期間（これ

に相当する期間として管理者が定める期間

を含む。）がある職員には、前項の規定にか

かわらず、当該基準日に係る期末手当及び

勤勉手当（地方公務員法（昭和 25年法律第

261号）第 22条の２第１項に規定する会計

年度任用職員（以下「会計年度任用職員」と

いう。）にあっては、当該基準日に係る期末

手当）を支給する。 

（育児休業をした職員の職務復帰後における

号給の調整） 

第 10条 育児休業をした職員（会計年度任用

職員を除く。）が職務に復帰した場合におい

て、他の職員との均衡上必要があると認め

られるときは、組合規則で定める期間を引

き続き勤務したものとみなして、組合規則

で定めるところにより、その職務に復帰し

 



 

 

のとみなして、組合規則で定めるところによ

り、その職務に復帰した日以後のその者の号

給を調整することができる。 

（部分休業をすることができない職員） 

第 21 条 育児休業法第 19 条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

[⑴ 略］ 

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して組合規則で定める非常勤職

員以外の非常勤職員（地方公務員法第 22

条の４第１項又は第 22条の５第２項に規

定する短時間勤務の職を占める職員（以下

「短時間勤務職員」という。）を除く。） 

た日以後のその者の号給を調整することが

できる。 

 

（部分休業をすることができない職員） 

第 21条 ［同左］ 

 

[⑴ 同左］ 

⑵ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して組合規則で定める非常勤職

員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和

25 年法律第 261 号）第 22 条の４第１項

又は第22条の５第２項に規定する短時間

勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務

職員」という。）を除く。） 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


